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議案第１号 

 

泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 次の者を泉南市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３

項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  平成２５年１２月４日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 

 

住  所  泉南市信達六尾９００番地の２ 

氏  名  井上 髙明（いのうえ たかあき） 

生年月日  昭和３０年１月７日 

職  業  税理士 

 

提案理由 

 現委員の岩本正美氏が一身上の都合により辞任を申し出たため、同委員の後任の固定資産評価審査委員会委員として井上

髙明氏を最適任者と認め、選任したいので提案するものである。 
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議案第１号参考 

 

  井上 髙明氏 経歴 

 

昭和５２年 ３月  関西大学経済学部卒業 

同 ５２年 ４月  株式会社ノーリツ入社 

同 ５６年 ４月  東会計事務所入所 

同 ５９年 ８月  株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー入社 

平成 ３年１２月  税理士試験合格 

同  ４年 ２月  税理士登録 

同  ４年１０月  井上髙明税理士事務所開業（現在に至る） 

同 １２年１１月  泉南市監査委員就任 

同 ２４年１１月  泉南市監査委員退任 
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議案第２号 

 

人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて 

 

 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、

議会の意見を求める。 

 

  平成２５年１２月４日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 

 

住  所  泉南市岡田三丁目９番３７号 

氏  名  赤井 千惠子（あかい ちえこ） 

生年月日  昭和１９年６月１０日 

職  業  無 職 

 

提案理由 

 赤井千惠子氏は、平成２６年６月３０日をもって任期満了となるが、人権擁護委員として最適任者と認め再推薦したいの

で、意見を求めるものである。 
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議案第２号参考 

 

赤井 千惠子氏 経歴 

 

昭和４０年 ３月  大阪基督教短期大学初等教育課卒業 

同 ４０年 ４月  泉南町立西信達小学校教諭 

同 ５５年 ４月  泉南市立樽井小学校教諭 

平成 ５年 ４月  泉南市立砂川小学校教諭 

同 １５年 ３月  大阪府教育委員会退職 

同 １７年 ７月  泉南市人権擁護委員（現在に至る。） 

同 ２５年 ４月  岸和田人権擁護委員協議会常務委員（現在に至る。） 
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議案第３号 

 

泉南市固定資産評価員の選任について 

 

次の者を泉南市固定資産評価員に選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４０４条第２項の規定に

より議会の同意を求める。 

 

平成２５年１２月４日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 

 

住  所  泉南市男里四丁目１３番１０号 

氏  名  竹中  勇人（たけなか いさと） 

生年月日  昭和２８年６月１日 

職  業  地方公務員 

 

提案理由 

 泉南市固定資産評価員として竹中勇人氏を最適人者と認め選任したいので、提案するものである。 
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議案第３号参考 

 

  竹中 勇人 氏 経歴 

 

 昭和５１年 ３月  関西大学工学部卒業 

 平成 ５年 ３月  近畿大学通信教育部法学部卒業 

 昭和５１年 ４月  泉南市採用 

 平成１５年 ４月  財務部課税課長 

 同 １５年１１月  総務部政策推進課長 

 同 ２０年 ４月  財務部次長兼税務課長 

 同 ２１年 ４月  市民生活環境部参与 

 同 ２２年 ４月  総務部長 

 同 ２５年 ４月  泉南市副市長（現在に至る。） 
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議案第４号 
 

指定管理者の指定について 

 
次のとおり指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に     

より、議会の議決を求める。 
 

平成２５年１２月４日提出 
 

泉南市長 向 井 通 彦 
 
１ 管理を行わせる公の施設 
  泉南市総合福祉センター 
２ 指定管理者となる団体 
  泉南市樽井一丁目８番４７号 
  社会福祉法人 泉南市社会福祉協議会 
  会長 山下 昭往 
３ 指定の期間 
  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 
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議案第４号参考 
 
   社会福祉法人 泉南市社会福祉協議会の概要 
 
設立年月日  昭和４６年４月１日（法人化 昭和５４年１２月１日） 
団体の目的  社会福祉法人 泉南市社会福祉法人は、泉南市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の

健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。 
事業の概要  ⑴ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 
       ⑵ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 
       ⑶ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 
       ⑷ ⑴から⑶のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 
       ⑸ 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 
       ⑹ 共同募金事業への協力 
       ⑺ ボランティア活動の振興 
       ⑻ 福祉サービス利用援助事業 
       ⑼ 福祉相談事業 
       ⑽ 一般相談支援事業（せんなんピアセンター）の経営 
       ⑾ 特定相談支援事業（せんなんピアセンター）の経営 
       ⑿ 総合福祉センターの管理運営事業 
       ⒀ 地域活動支援センター運営事業 
       ⒁ その他この法人の目的達成のため必要な事業 
資産総額   ７５，０５７，６６５円 （平成２５年３月３１日現在） 
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議案第５号 

 

阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に係る協議について 

 

阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約（平成１１年泉南市告示第７２号）を別紙のとおり変更することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により阪南市及び岬町と協議することにつき、同条第

３項において準用する同法第２５２条の２第３項本文の規定により議会の議決を求める。 

 

平成２５年１２月４日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 

 

提案理由 

 阪南市泉南市岬町介護認定審査会の執務場所が平成２６年４月１日から変更するため、阪南市泉南市岬町介護認定審査会

共同設置規約中の関係規定を変更する必要から、関係市町と協議するに当たり議会の議決を求めるものである。 
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阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約 

 

阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約（平成１１年泉南市告示第７２号）の一部を次のように変更する。 

第３条中「大阪府阪南市尾崎町一丁目１０番７号阪南市立保健センター分室内」を「大阪府阪南市尾崎町一丁目１８番１

５号」に改める。 

附 則 

この規約は、平成２６年４月１日から施行する。 
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議案第６号 

 

阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更に係る協議について 

 

 阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約（平成１８年泉南市告示第４８号）を別紙のとおり変更すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により阪南市及び岬町と協議するにつき、

同条第３項において準用する同法第２５２条の２第３項本文の規定により議会の議決を求める。 

 

 平成２５年１２月４日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 

 

提案理由 

 阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会の名称を変更することに伴い、阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同

設置規約の一部を変更することについて関係市町と協議するに当たり議会の議決を求めるものである。 
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阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約 

 

 阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約（平成１８年泉南市告示第４８号）の一部を次のように変更する。 

 題名を次のように改める。 

   阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規約 

 第２条中「阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会」を「阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会」に改める。 

附 則 

 この規約は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

23



議案第７号 

 

泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
 

 泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

  平成２５年１２月４日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第３７

号）により、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）が改正され、社会福祉法人の認可等に関する事務を本市が行うことと

なり、当該事務を行うに当たり泉南市社会福祉法人設立認可等審査会を設置する必要があるため、本条例を提案するもので

ある。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

 

（泉南市附属機関に関する条例の一部改正） 

第１条 泉南市附属機関に関する条例（昭和４６年泉南市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１泉南市予防接種健康被害調査委員会の項の次に次のように加える。 

泉南市社会福祉法人設立認可等審査会 社会福祉法人の設立認可、解散及び合併並びに行政処分に係る

審査に関する事項 

（報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

第２条 報酬及び費用弁償条例（昭和３１年泉南市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 別表予防接種健康被害調査委員会委員の項の次に次のように加える。 

泉南市社会福祉法人設立認可等審査会委員 日額 ７，５００円 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第８号 

 

泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

平成２５年１２月４日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 

 

提案理由 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴う所要の改正及び固定資産評価員の規定を整備する必要か

ら、本条例を提案するものである。 

 

29



泉南市条例第 号 

 

泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 

泉南市市税賦課徴収条例（昭和３２年泉南市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第３８条の２第１項中「いう。）を当該年度の」の次に「初日の属する年の」を加え、同項中第１号を削り、第２号を第

１号とし、第３号を第２号とする。 

第３８条の５第１項中「当該年度の前年度において第３８条の２第１項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された

年金所得に係る特別徴収税額に相当する額」を「当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のう

ち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（当該特別徴収対

象年金所得者に係る均等割額を第３５条第１項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合においては、前々年中の

公的年金等に係る所得に係る所得割額）の２分の１に相当する額」に改める。 

第６４条中「固定資産評価員」の次に「（以下「評価員」という。）」を加え、同条に次の２項を加える。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、議会の同意を得て、副市長又はその他の職員をして、評価員の職務を兼ねさせる

ことができる。 

３ 前項の場合における評価員の職務は、非常勤とし給与は支給しないものとする。 

附則第６条の２の４中「第１０条第１項」の次に「、附則第１０条の２第１項」を加える。 

附則第９条の２の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第１項中「及び次項」及び「おいて、当該上場株

式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の市民税について当該上場株式等の配当等に係る配当

所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第１６条第４項に規定する申告書を提出したとき」を削り、
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「配当所得については、同条第１項」を「利子所得及び配当所得については、第１６条第１項」に、「配当所得の金額（以

下」を「利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第１６条の２の１１第３項で定めるところにより計算した金額

（以下」に、「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額」に、「課税配当所得」を「課

税配当所得等」に改め、同条第２項中「市民税」を「前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定

上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の

所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の市民税につい

て特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第１６条第４項に規定

する申告書を提出した場合に限り適用するものとし、市民税」に、「上場株式等の配当等」を「特定上場株式等の配当等」

に改め、同条第３項第１号、第３号及び第４号中「配当所得」を「配当所得等」に改める。 

附則第１０条の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同条第１項中「株式等に」を「一般株式等に」に、「附則

第１８条第６項」を「附則第１８条第５項」に改め、「当該市民税の所得割の納税義務者が法第２３条第１項第１６号に規

定する特定株式等譲渡所得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有する場合には、

当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額（第１６条第６項の規定により同条第５項の規定の適用を受けないものを除

く。）を除外して算定するものとする。」を削り、「第２項第１号」を「次項第１号」に改め、同条第２項第１号、第３号

及び第４号中「株式等」を「一般株式等」に改める。 

附則第１０条の２の見出しを「（上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例）」に改め、同条第１項

及び第２項を次のように改める。 

当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３７条の１１第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第１６条第１項及び第２項並びに第１９条の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第１８条の２第５項に定

めるところにより計算した金額（当該市民税の所得割の納税義務者が法第２３条第１項第１７号に規定する特定株式等譲
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渡所得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有する場合には、当該特定株式等

譲渡所得金額に係る所得の金額（第１６条第６項の規定により同条第５項の規定の適用を受けないものを除く。）を除外

して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、上場株式等に

係る課税譲渡所得等の金額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項において準用する前条第２項第１号の規定により

読み替えて適用される第１８条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する

金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第２項中「附則第１０

条第１項」とあるのは「附則第１０条の２第１項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第３７条の１１第６項の規定により読み

替えて準用される同法」と読み替えるものとする。 

附則第１０条の３から第１１条までを削る。 

附則第１１条の２第２項各号中「附則第１１条の２第１項」を「附則第１１条第１項」に改め、同条を附則第１１条とす

る。 

附則第１１条の３を削る。 

附則第１１条の４第２項各号中「附則第１１条の４第１項」を「附則第１１条の２第１項」に改め、同条第５項第１号中

「附則第１１条の４第３項」を「附則第１１条の２第３項」に改め、同項第２号中「附則第１１条の４第３項」を「附則第

１１条の２第３項」に、「附則第１１条の４第４項」を「附則第１１条の２第４項」に改め、同項第３号中「附則第１１条

の４第３項」を「附則第１１条の２第３項」に改め、「係る」の次に「利子所得の金額又は」を加え、同項第４号中「附則

第１１条の４第３項」を「附則第１１条の２第３項」に改め、同条第６項中「附則第１１条の４第３項」を「附則第１１条

の２第３項」に改め、同条を附則第１１条の２とする。 

附則第１１条の５を削る。 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

⑴ 第６４条の規定 この条例の公布の日 

⑵ 第３８条の２第１項及び第３８条の５第１項の改正規定並びに次条第２項の規定 平成２８年１０月１日 

⑶ 附則第６条の２の４第１項、第９条の２及び第１０条から第１１条の５までの改正規定並びに次条第３項の規定 

平成２９年１月１日 

（経過措置） 

第２条 平成２８年１月１日前に発行された旧租税特別措置法第４１条の１２第７項に規定する割引債（同条第９項に規定

する特定短期公社債を除く。）について支払を受けるべき同条第７項に規定する償還差益に対して課する個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

２ この条例による改正後の泉南市市税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）第３８条の２及び第３８条の５の規定は、

平成２８年１０月１日以後の地方税法第３１７条の２第１項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」

という。）に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民

税の特別徴収については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第６条の２の４、第９条の２及び第１０条から第１１条の５までの規定中個人の市民税に関する部分は、平

成２９年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２８年度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 
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議案第９号 

 

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

平成２５年１２月４日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 

 

提案理由 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴う所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものであ

る。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

泉南市国民健康保険税条例（昭和４１年泉南市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同項中「配当所得を」を「配当所得等を」に、「配当所得

の金額」と、「同条」を「配当所得等の金額」と、「同条」に、「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項に

規定する上場株式等に係る配当所得」を「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等」に、「配当所得の金額」とする」を「配当所得等の金額」とする」改める。 

附則第６項の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同項中「特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２第６項の

株式等」を「特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等」に、「第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第６項に規定する株式等」を「第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等」に、「同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第６項に規定する株式等」を「同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等」に改め、「附

則第３５条の２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする」を「附則第３５条の２第５項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」とする」に改める。 

附則第７項を次のように改める。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の

37



上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、第２３条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

附則第８項及び第９項を削り、附則第１０項を附則第８項とし、附則第１１項を削り、附則第１２項を附則第９項とし、

附則第１３項を附則第１０項とする。 

附則第１４項中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改め、同項を附則第１１項とする。 

附則第１５項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

 この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

（適用区分） 

 この条例による改正後の泉南市国民健康保険税条例の規定は、平成２９年度以後の年度分の国民健康保険税について適用

し、平成２８年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

38



議案第１０号 

 

泉南市水道事業給水条例及び泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 泉南市水道事業給水条例及び泉南市下水道条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

  平成２５年１２月４日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 

 

提案理由 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うために消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）の一部が改正され、平成２６年４月に税率が改定されることに伴い、所要の措置を講ずる

必要があるため、本条例を提案するものである。  
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泉南市条例第 号 

 

泉南市水道事業給水条例及び泉南市下水道条例の一部を改正する条例 

 

（泉南市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 泉南市水道事業給水条例（昭和４６年泉南市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第２２条の２第２項中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税相当額（同表に掲げる額に消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に定める地方消費

税の税率を乗じて得た額を合算した額」に改め、「切り捨てる。）」の次に「）を加えた額」を加える。 

第２５条第１項中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税相当額（同表に掲げる額に消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に定める地方消費税の

税率を乗じて得た額を合算した額」に改め、「切り捨てる。）」の次に「）を加えた額」を加える。 

（泉南市下水道条例の一部改正） 

第２条 泉南市下水道条例（平成５年泉南市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第２１条中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税相当額（同表に掲げる額に消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に定める地方消費税の税率を

乗じて得た額を合算した額」に改め、「切り捨てる。）」の次に「）を加えた額」を加える。 

附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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議案第１１号 

 

平成２５年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第４号） 

 

平成２５年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４００，４５９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２８，２００，１６４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 

歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の補正は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  平成２５年１２月４日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 
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第２表　地方債

１  追    加

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 備 考

　　千円 年％以内 年以内

政　府

火葬場整備事業債 4,500 普通貸借 ６ 大阪府

(証書借入) 地方公共団体金融機構 ３０

又　　は 銀　行

証券発行 その他

２  変    更

起 債 の 目 的

　　千円 年％以内

消防施設整備事業債 43,000 普通貸借 ６

(証書借入)

又　　は

証券発行

臨時財政対策債 1,080,000 〃 〃 〃

（ただし、利率見直し方式
で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金
について、利率の見直しを
行った後においては当該見
直し後の利率）

資 金 区 分 償還期限
左のうち

据置期間

年賦又は半年賦、元利
均等償還若しくは元金
均等償還、又は満期一
括償還

年以内

５

償還の方法

その他

左記の条件の範囲内におい
て借入先に融通条件がある
場合は、その条件に従うこ
とができる。また、財政の
都合により、償還期限及び
据置期間を短縮し、又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる。

償還方法

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 方 法 限度額 起債の方法 利率 償還方法

　　千円 年％以内

34,100 補正前と同じ 補正前と同じ 補正前と同じ

（ただし、利率見直し方式
で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金
について、利率の見直しを
行った後においては当該見
直し後の利率）

政府その他の金融機関の資金
については、その融通条件に
よる。ただし、財政の都合に
より、償還期限及び据置期間
を短縮し、又は繰上償還若し
くは低利に借り換えることが
できる。

1,310,556 〃 〃 〃
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平成２５年度 

 

大阪府泉南市一般会計補正予算（第４号）事項別明細書 
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参   考

款   別   現   計   予   算   表
１．歳       入

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 市　　　税                                          8,707,207     8,707,207  30.9

(2) 地方譲与税                                            140,800       140,800   0.5

(3) 利子割交付金                                           20,000        20,000   0.1

(4) 配当割交付金                                           21,200        21,200   0.1

(5) 株式等譲渡所得割交付金                                  3,300         3,300 －

(6) 地方消費税交付金                                      626,300       626,300   2.2

(7) ゴルフ場利用税交付金                                   52,200        52,200   0.2

(8) 自動車取得税交付金                                     59,300        59,300   0.2

(9) 地方特例交付金                                         44,575        44,575   0.2

(10)地方交付税                                          2,544,191        73,560     2,617,751   9.3

(11)交通安全対策特別交付金                                 12,460        12,460 －

(12)分担金及び負担金                                      246,075         6,000       252,075   0.9

(13)使用料及び手数料                                      370,024       370,024   1.3

(14)国庫支出金                                          3,587,284        53,234     3,640,518  12.9

(15)府支出金                                            1,715,689        37,935     1,753,624   6.2

(16)財産収入                                               28,878        28,878   0.1

(17)寄　附　金                                             11,320           100        11,420 －

(18)繰　入　金                                            470,600         3,434       474,034   1.7

(19)諸　収　入                                            222,629            40       222,669   0.8

(20)市　　　債                                          8,493,600       226,156     8,719,756  30.9

(21)繰　越　金                                            422,073       422,073   1.5
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（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

歳     入     合     計    27,799,705       400,459    28,200,164 100.0
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２．歳       出

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 議　会　費                                            288,304       288,304   1.0

(2) 総　務　費                                          8,478,211       △2,265     8,475,946  30.1

(3) 民　生　費                                          9,630,864       153,914     9,784,778  34.7

(4) 衛　生　費                                          1,547,898        12,000     1,559,898   5.5

(5) 農林水産業費                                          120,274       120,274   0.4

(6) 商　工　費                                             55,066        55,066   0.2

(7) 土　木　費                                          1,537,573     1,537,573   5.4

(8) 消　防　費                                            814,407       △9,466       804,941   2.9

(9) 教　育　費                                          1,645,934       △3,754     1,642,180   5.8

(10)公　債　費                                          3,150,583     3,150,583  11.2

(11)諸支出金                                              510,591       250,030       760,621   2.7

(12)予　備　費                                             20,000        20,000   0.1

歳     出     合     計    27,799,705       400,459    28,200,164 100.0
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議案第１２号 

 

平成２５年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 平成２５年度大阪府泉南市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，３７６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

８，４７３，０５８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 

  平成２５年１２月４日 

 

泉南市長 向 井 通 彦 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

  

1.   歳     入

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

  

(8) 繰　入　金       640,075       △1,376       638,699

  

 1)他会計繰入金       640,075       △1,376       638,699

  

歳         入         合         計     8,474,434       △1,376     8,473,058
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2.   歳     出

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

  

(11)予　備　費       156,456       △1,376       155,080

  

 1)予　備　費       156,456       △1,376       155,080

  

歳         出         合         計     8,474,434       △1,376     8,473,058
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平成２５年度 

 

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）事項別明細書 



 

歳 入
款  8 繰　入　金            

21-0001

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

８
繰　入　金            640,075       △1,376       638,699

( 1)
他会計繰入金          640,075       △1,376       638,699

  1)
一般会計繰入金        640,075       △1,376       638,699

1.
保険基盤安定繰入
金       △1,376

保険基盤安定繰入金（支援金分）

歳　　　入　　　合　　　計     8,474,434       △1,376     8,473,058
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歳 出

21-0001

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

１１予　備　費          156,456       △1,376       155,080                    △1,376

( 1)予　備　費          156,456       △1,376       155,080                    △1,376

  1)予　備　費          156,456       △1,376       155,080                    △1,376

[ 1]予　備　費          156,456       △1,376       155,080                    △1,376

歳　出　合　計     8,474,434       △1,376     8,473,058                    △1,376

款 11 予　備　費      項  1 予　備　費      目  1 予　備　費
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議案第１３号 
 

   平成２５年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 
平成２５年度大阪府泉南市の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，５９８千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 
１，９２７，０８３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 
 

平成２５年１２月４日提出 
 

泉南市長 向 井 通 彦 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

  

1.   歳     入

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

  

(2) 使用料及び手数料       593,853         1,598       595,451

  

 1)使　用　料       592,777         1,598       594,375

  

歳         入         合         計     1,925,485         1,598     1,927,083
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2.   歳     出

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

  

(1) 総　務　費       460,335         1,598       461,933

  

 1)総務管理費       460,335         1,598       461,933

  

歳         出         合         計     1,925,485         1,598     1,927,083
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平成２５年度 

 

大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第１号）事項別明細書 



 

歳 入

23-0001

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

２
使用料及び手数料       593,853         1,598       595,451

( 1)
使　用　料            592,777         1,598       594,375

  1)
下水道使用料          592,777         1,598       594,375

2.
滞納繰越分              1,598

歳　　　入　　　合　　　計     1,925,485         1,598     1,927,083

款  2 使用料及び手数料      項  1 使　用　料      目  1 下水道使用料
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歳 出
款  1 総　務　費            

23-0001

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

  １総　務　費          460,335         1,598       461,933         1,598              

使用料及び手数料
        1,598

( 1)総務管理費          460,335         1,598       461,933         1,598              

使用料及び手数料
        1,598

  1)一般管理費          360,273         1,598       361,871         1,598              

使用料及び手数料
        1,598

節　　区　　分 金       額

 27.公　課　費              1,598        83,807

[ 2]公共下水道普及
    管理事業       119,318         1,598       120,916         1,598              上下水道総務課

使用料及び手数料
        1,598

[滞納繰越分      
        1,598]

節　　区　　分 金       額

 27.公　課　費              1,598        83,807消費税

歳　出　合　計     1,925,485         1,598     1,927,083         1,598              

使用料及び手数料
        1,598
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議案第１４号 
 

   平成２５年度泉南市水道事業会計補正予算（第 2 号） 

 
（総則） 

第１条 平成２５年度泉南市の水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。 
 （収益的支出） 
第２条 平成２５年度泉南市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり

補正する。 
                        支     出 
 
                 既決予定額        補正予定額         計 
第１款 水道事業費用   １，５７４，５３０千円   １４９，２３８千円  １，７２３，７６８千円 

  第１項   営業費用  １，４３７，４５８千円   １４９，２３８千円  １，５８６，６９６千円 
 

平成２５年１２月４日提出 
 

泉南市長 向 井 通 彦 

85



平成25年度泉南市水道事業会計補正予算説明書

収益的支出の補正

既決予定額 補正予定額 計

1,574,530 149,238 1,723,768

1， 営 業 費 用 1,437,458 149,238 1,586,696

6， 減 価 償 却 費 429,441 45,258 474,699

46，有 形 固 定 資 産
減 価 償 却 費

429,441 45,258 474,699 45,258

7， 資 産 減 耗 費 5,000 103,980 108,980

47，固定資産除却費 3,500 103,980 107,480 19,188

84 316

1,574,530 149,238 1,723,768合　　　　　　　計

款　　　　　項 目 節

B ， 水 道 事 業 費 用

（単位：千円）

備　　　　考

機 械 及 び 装 置

構 築 物
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